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 １ 自治会法人化の趣旨                                       

  

 これまで、自治会や町内会などは、ＰＴＡや青年団などと同じく法的には通常「権利

能力なき社団」と位置づけられ、法人格が与えられていなかったことにより団体名義で

の不動産登記ができませんでした。そのため、自治会が所有する土地や建物（公民館等）

の登記は、自治会の代表者等の個人の名前でされており、その個人が亡くなったり、転

居したりした場合には、新たに登記の変更（遺産相続や住所異動）が必要となり、名義

の変更や相続などの問題が生じていました。 

このような問題に対処するために、平成３年４月に地方自治法の一部が改正され、「地

縁による団体」として認可を受けることにより自治会が法人格を取得し、自治会の名前

で資産を持ち、管理することができることになりました。（平成３年４月２日施行） 

ただし、法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様に、住民が自主的に組織し

て活動するものであり、市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすること

はありません。 

また、認可の目的ついて、令和３年５月の地方自治法改正により、不動産等の保有を

前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑

に行うために許可を受けることができるようになりました（令和３年１１月２６日施

行）。 

  

 

 ２ 地縁による団体とは                                       

 

 地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者

の地縁に基づいて形成された団体｣（法第２６０条の２第１項）と定義され、区域に住

所を有することのみを構成員の資格としているものです。 

 したがって、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる

団体は、原則として｢地縁による団体｣といえます。 

 

 

 ３ 認可を受けるための要件                             
 

 認可を受けるためには、以下の４つの要件をすべて満たしていることが必要です。 

 

１ 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の

維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行

っていると認められること。 

 

※認可を申請する地縁による団体が、特定の活動ではなく、広く地域的な共同活動を行うこと 

を目的とすることを規約に明記することが必要です。 

地域的な共同活動とは、スポーツや社会福祉などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維
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持及び形成に資するものです。つまり清掃・美化活動・防犯・防災活動・集会所の管理運営

や親睦行事など一般的な自治会活動を意味します。 

なお、「現にその活動を行っていると認められる」ための証書は、総会に提出された前年度

の実績報告書等とします。 

 

 

２ 「地縁による団体」の区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められて

いること。 

 

※「区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなけ

ればならない」（法第２６０条の２第４項）とされています。つまり、その区域は、団体の

構成員のみならず市内の他の住民にとっても容易に認識できるよう、客観的に明らかな形

で境界（河川・道路等）が画されている必要があり、なおかつ安定的に存在していることが

必要です。 

 

 

３ 「地縁による団体」の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができ

るものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。 

 

※「すべての個人」とは、「年齢・性別等を問わず区域に住所を有する個人全て」のことをい

います。 

また、「相当数」とは、一般的にその区域の住民の過半数を判断基準としています。 

 

 

４ 規約を定めていること。 

 

※この規約の中には、以下の項目・事項について定められていることが必要です。 

 

【規約の中に必要な項目・事項】 

①目的 ※良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的共同活動を行うことを 

目的とします（具体的な活動内容を定めてください）。 

 

②区域 ※区域は、住民にとって容易に特定できることが必要です。 

また、その区域が相当な期間にわたって存在していることが必要です。 

 

③事務所の所在地 ※特に制限はありませんが、これが当該地縁団体の正式な住所と 

なります。 

           「会長の自宅に置く」と定めることも出来ます。 
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④構成員の資格に関する事項  

※当該地縁団体の区域内に住所を有する者は、全て構成員になれること、及び正当

な理由がなければ加入を拒むことができないことを必ず明記しなければなりま

せん。 

また、構成員の条件に区域以外の事項（例えば年齢・性別・国籍などの制限）を

設けてはなりません。 

なお、区域内に住所を有する法人・組合等の団体は、構成員にはなれませんが、

賛助会員になることはできます。 

 

⑤代表者に関する事項 ※代表者の選出方法、任期、職務等を定めます。 

 

⑥会議に関する事項 ※会議の種類、招集方法、議決方法、議決事項等を規定します。 

 

⑦資産に関する事項 ※保有資産の構成、取得、処分の方法及び管理方法等を定めま 

す。なお、資産目録の作成が義務付けられています。  
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 ４ 「地縁による団体」の認可申請の手続き                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------不動産を登記する場合---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市
役
所
（
本
庁
及
び
各
支
所
） 

自
治
会 

① 認可申請についての事前相談 

② 定款の内容や手続きに関する助言・指導 

③ 次の事項を議題として総会を開催 

 ・規約の制定（改正） 

 ・認可申請することの議決 

 ・申請者を代表者とすることの議決 

 ・構成員の確定 

④ 認可申請（申請書類の提出） 

⑤ 書類審査 

⑥ 認可 

⑦ 告示・台帳作成 

⑧ 認可通知 

⑨ 団体の印鑑登録申請 

⑩ 証明書の発行申請（告示事項証明・印鑑登録証明） 

⑪ 各証明書の発行（発行手数料 ３００円） 

⑫ 法務局への登記・事務手続きの完了 
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 ５ 認可申請の際の提出書類                            

 

１ 認可申請書 

 

２ 総会で議決した規約 

 

３  認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 

（議長及び議事録署名人の署名・捺印のある総会議事録の抄本） 

 

４ 構成員の名簿 

・構成員全員の住所・氏名を記載 

・区域内に住所がない人は、構成員になれません。 

 

５ 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行って 

いることを記載した書類 

・前年度の事業報告書や決算書、本年度の事業計画書や予算書等、具体的な活動 

がわかる書類 

 

６ 申請者が代表者であることを証する書類  

・申請者を代表者に選出した総会の議事録の抄本 

※「３」で記載があれば不要です 

・申請者が代表者となることを承諾した承諾書で申請者本人の署名・捺印のある 

もの 

 

７ 区域を示した図面 

 

 

 ６ 認可地縁団体制度の見直し（地方自治法の改正）                

 

 地方自治法及び地方自治法施行規則の改正により、認可地縁団体について、以下のと

おり変更となりました。 

 

１ 表決権の行使の電子化（令和３年９月１日施行） 

  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３

７条）により地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体の総会に出席しない構成員

は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決を

することができるようになりました。 

  電磁的方法に該当し得るものとしては、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、

アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を

交付する方法があります。電磁的方法により会員の表決を認めるには、認可地縁団体
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の規約の改正又は総会の決議が必要となります。規約を改正するためには市長の認可

を受ける必要がありますので、事前にご相談ください（規約変更認可申請書の提出が

必要となります）。 

 

２ 認可を受けるための要件の見直し（令和３年１１月２６日施行） 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（令和３年法律第４４号）により地方自治法の一部が改正され、地縁に

よる団体（自治会・町内会）は、不動産等の保有（予定も含む）の有無に関わらず、

地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることができるようになりま

した。 

  この改正に伴い、認可申請書に添える書類について、保有資産目録又は保有予定資

産目録の提出が不要となります。 

 

３ 書面又は電磁的方法による決議の規定の創設（令和 4 年８月２０日施行） 

  以下の 2 つの方法で、総会を開催せずに、書面又は電磁的方法(※)による決議をす

ることができるようになりました。 

  ⑴ 総会で議決すべき場合において、書面又は電磁的方法による決議を行うことに

対して構成員全員の承諾が得られたときには、総会を開催せずに書面又は電磁的方法

により決議を行うことができるようになります。この場合、通常どおりの決議要件が

適用されます。ただし、書面又は電磁的方法による決議を行うことに対して一人でも

反対の人がいれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。 

  ⑵ 総会で議決すべき事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意

があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。ただ

し、一人でも反対がいれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。 

※ 電子メール、Web サイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク

等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などのこと。 

 

■イメージ図

　〇書面による決議で規約の変更をしたい場合

　　⑴を活用した場合

記載例

記載例

　　⑵を活用した場合

記載例

『この規約の変更案について賛成か反対かは別

として、この議題について対面での総会におけ

る討論を省略して、書面による決議を行ってよ

いという方は〇を、対面での総会における討議

が必要があるという方は×をお書きくださ

い。』

『変更内容について異議がない場合は、この書

面の構成員名の欄に〇を、異議がある場合は×

をお書きください』

『変更内容について異議がない場合は、この書

面の構成員名の欄に〇を、異議がある場合は×

をお書きください』

規約変更における議決方法

の確認書類を回覧

規約変更案の議決

書面を回覧

対面での総会を開

催し討議する

規約変更案の可決

規約変更案の否決

全員〇の場合

一人でも×の場合

総構成員の3/4以上〇の場合

上記以外の場合

規約変更案の議決

書面を回覧
規約変更案の可決

全員〇の場合

一人でも×の場合

対面での総会を開

催し討議する
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４ 解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の

見直し（令和 4 年８月２０日施行） 

  認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に

関する公告について、その回数が 3 回以上から１回に見直されました。 

 

５ 認可地縁団体同士の合併の規定の創設（令和５年４月１日施行） 

  総会の議決を経ることにより同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することが

できるようになります。ただし、合併するには市長の認可を受ける必要がありますの

で、事前にご相談ください。 

 

６ 土地改良区から認可地縁団体への組織変更制度の創設（令和５年４月１日施行） 

  小規模な土地改良区が、地域の実情に応じて継続可能な体制へ移行する場合に、県

知事の認可を受け、地縁認可団体へ組織変更できる仕組みが創設されました。 

 

 ７ 不動産に係る登記の特例                             

 

 法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、共有又は個人名義から法人名

義に移転登記を行う際に、所有権者が数世代さかのぼる場合やすでに亡くなっている場

合においては、相続人の追跡調査や承諾を得るために膨大な労力を費やし、更には、す

べての相続人の承諾が得られなければ所有権の移転登記ができないという問題が生じ

ています。 

 このようなことから、地方自治法の一部が改正（平成 27 年 4 月 1 日施行）され、認

可地縁団体が所有する不動産のうち「一定の要件」を満たすものについて、公告申請な

どの一定の手続きを経たうえで、登記関係者の承諾があったものとみなされた旨の公告

結果を市が公告申請を行った認可地縁団体に通知することにより、認可地縁団体が単独

で当該不動産の登記名義人とする所有権の保存又は移転の登記申請を可能とする特例

が創設されました。 

 

【登記までの流れ】 

 １ 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料（※） 

を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。 

 ２ 市は提出された疎明資料（※）により要件を確認します。 

 ３ 要件確認ができた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすること 

について意義のある関係者等は、市に異議を述べるべき旨の公告をします。 

 ４ 3 か月以上の公告期間をおいて、異議が無かった場合は、異議がなかったことを 

証する情報について申請を行った認可地縁団体に提供します。 

 ５ 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。 

 

 （※）次に掲げる事項を疎明するに足りる資料が必要です。 

  ◆当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。 



- 8 - 

  ◆当該認可地縁団体が当該不動産を１０年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と 

占有していること。 

  ◆当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の 

構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。 

  ◆当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。 

 

 

 ８ 認可地縁団体に係る税金                            

  

地縁団体の場合は公益法人とみなされ、法人税等については収益事業（※）のみ課税

対象となります。 

 なお、自治会でのお祭りや古紙回収などにおける収入は課税対象外となります。 

  

 税の種類 
地縁団体の認可を受けた法人 

収益事業を行わない場合 収益事業を行う場合 

市税 

法人市民税 
均等割…課税免除 

法人税割…非課税 
均等割と法人税割額 課税 

固定資産税 
固定資産税の評価で課税 

減免措置有 
固定資産税の評価で課税 

県税 法人県民税 
均等割…課税免除 

法人税割…非課税 

均等割と法人税割額 

課税 

国税 

法人税 非課税 課税 

登録免許税 

（不動産登記時） 
課税 課税 

 

（※）収益事業とは、法人税法で定められた３４の事業を継続的に行うことと定義されて 

おり、それ以外の事業は収益事業に該当しません。 

【収益事業の範囲】     

１ 物品販売業 13 写真業 25 美容業 

２ 不動産販売業 14 席貸業 26 興行業 

３ 金融貸付業 15 旅館業 27 遊戯所業 

４ 物品貸付業 16 料理店業 28 遊覧所業 

５ 不動産貸付業 17 周旋業 29 医療保健業 

６ 製造業 18 代理業 30 教授 

７ 通信業 19 仲立業 31 駐車場業 

８ 運送業 20 問屋業 32 信用保証業 

９ 倉庫業 21 鉱業 33 所有権や著作権の提供 

10 請負業 22 土石採取業 34 労働者派遣業 

11 印刷業 23 浴場業   

12 出版業 24 理容業   
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                        令和〇〇年〇〇月〇〇日 

  那須塩原市長 様 

認可を受けようとする地縁による 

団体の名称及び事務所の所在地      

名 称  〇〇自治会 

所在地  那須塩原市〇〇町〇〇番地〇〇 

 

代表者の氏名及び住所 

氏 名  〇〇〇 〇〇       

住 所  那須塩原市〇〇町〇〇番地〇〇 

連絡先(電話)         

 

 

認 可 申 請 書 

 

 地方自治法第２６０条の２第１項の規定により、不動産又は不動産に関する権利等を

保有するため認可を受けたいので、別添書類を添えて申請します。 

 

 （別添書類） 

１ 規約 

２ 許可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類 

３ 構成員の名簿 

４ 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていること

を記載した書類 

５ 申請者が代表者であることを証する書類 
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〇 〇 自 治 会 総 会 議 事 録 （ 抄 本 ）  

 

１ 日  時  令和〇年〇月〇日（〇）   〇時〇分 開会  △時△分 閉会 

             

２ 場  所  〇〇〇自治公民館 那須塩原市〇〇町〇〇番地 

           

３ 会員の出席状況    出席者 〇〇名（うち委任状による出席者〇〇名） 

             欠席者 〇〇名  

 

４ 議  題  (1) 地方自治法第２６０条の２第２項に規定する〇〇自治会の地縁  

による団体としての認可申請について 

        (2) 〇〇自治会規約の制定（変更）について 

        (3) 〇〇〇氏を会の代表とすることについて 

        (4) △△△氏及び□□□氏を議事録署名人に選任することについて 

        (5) ☆☆☆氏を議長に選任することについて 

 

５ 地縁による団体の認可申請にかかる総会の審議概要 

 (1) 地方自治法第２６０条の２第２項に規定する〇〇自治会の地縁による団体と 

しての認可申請について、出席者の全員が同意した。 

(2) 〇〇自治会規約の制定（変更）については、出席者の全員をもって可決した。 

(3) 〇〇〇氏を本件認可申請にかかる会の代表者とすることについて、出席者の 

全員が同意した。 

(4) △△△氏及び□□□氏を出席者全員の同意により、議事録署名人を選任した。 

(5) ☆☆☆氏を出席者全員の同意により、議長に選任した。 

 

 上記は、令和〇〇年〇〇月〇〇日開催の〇〇自治会の総会議事録の抄本であること

を証明する。 

 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日 

                議    長   〇〇 〇〇     印 

                議事録署名人   □□ □□     印                    

議事録署名人   △△ △△     印 
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構 成 員 名 簿 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日 現在 

№×× 

氏       名 住         所 

 那須塩原  一郎  那須塩原市〇〇町〇〇番地〇〇 

 那須塩原  二郎 那須塩原市〇〇町〇〇番地〇〇 

 那須塩原  花子 那須塩原市〇〇町〇〇番地〇〇 

△ △   □ □ 那須塩原市〇〇町〇〇番地〇〇 

△ △   ◆ ◆ 那須塩原市〇〇町〇〇番地〇〇 

△ △   ■ ■ 那須塩原市〇〇町〇〇番地〇〇 

 □ □   × × 那須塩原市〇〇町〇〇番地〇〇 

 □ □   ◆ ◆ 那須塩原市〇〇町〇〇番地〇〇 

 □ □   ■ ■ 那須塩原市〇〇町〇〇番地〇〇 

  

 

               （略） 

 

 

 ※「年齢・性別等を問わず区域に住所を有する個人」を全て記載してください。 
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 〇〇〇自治会は、別添抄本のとおり、令和〇〇年〇〇月〇〇日総会を開催し、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第２項の規定により、認可申請するこ

とについて議決し、〇〇〇自治会長□□ □□を本件申請に関する代表者とすることを

定めた。 

 

 

 

〇〇〇自治会代表者     住   所 

 

              氏   名               

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

議    長   〇〇 〇〇     印 

 

                議事録署名人   □□ □□     印    

                議事録署名人   △△ △△     印 
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代 表 者 就 任 承 諾 書 

                               

 私は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第２項に規定する地縁

による 

団体の認可申請にあたり、令和〇〇年〇〇月〇〇日開催の総会の議決に従い、本件申請

に関する〇〇〇会の代表者となることを承諾いたします。 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

                 住   所 

 

                 氏   名              印 
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〇 〇 〇 自 治 会 規 約 （ 会 則 ） 

 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 本会は、次に掲げる事業を行い、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇することを目的とする。 

（１） 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

（２） 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

（３） 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

（４） 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

（５） 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

※地域的な社会的共同活動であることが必要です。 

 

（名称） 

第２条 本会は、〇〇〇自治会と称する。 

（区域） 

第３条 本会の区域は、那須塩原市○○町全域及び△△町○○番地○○から××番地×

×までの区域とする。 

 

※区域は、当該自治会の住民にとって、また、市内の他地区の住民からみても客観的に明ら

かであることが必要です。地番又は住居表示により表示することが最も望ましいのです

が、河川や道路などで区域を特定することも可能です。 

 

（事務所) 

第４条 本会は、事務所を那須塩原市△△町○○番地○○に置く。 

    →事務所が会長宅にある場合の表記例：「本会の事務所は、会長宅に置く」 

 

※この所在地が、団体の住所となります。団体の活動記録を整理、保管したり、会議場所と

しての機能を考慮すると、当該地区にある集会施設等に事務所を置くことが望ましいと

思われます。 

 

第２章 会員 

（会員） 

第５条 本会の会員は、第３条に定める区域に住所を有する個人とする。 

２ 本会は、正当な理由なく、前項に規定する者の加入を拒むことができない。 

  

※年齢や性別などの条件を、会員の資格として定めることは認められません。 
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（会費） 

第６条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

 

   第３章 役員 

 （種別及び選任） 

第７条 本会に、次の役員を置く。 

（１） 会 長   １人 

（２） 副会長   〇人 

（３） 書 記   〇人 

（４） 会 計   〇人 

（５） 監 事   〇人 

２ 役員は、総会において、会員の中から選任する。 

３ 監事とその他の役員は、相互に兼ねることができない。 

 （職務） 

第８条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。総会を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

３ 会計は、本会の会計事務を処理する。 

４ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

（１） 本会の財産の状況を監査すること。 

（２） その他の役員の業務執行の状況を監査すること。 

（３） 財産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に

報告すること。 

(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求し、又は招集するこ

と。  

 （任期） 

第９条 役員の任期は、〇年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 役員は、再任されることができる。 

３ 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、

その職務を行わなければならない。 

 

   第４章 総会 

（種別） 

第１０条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

（会員の議決権） 

第１１条 会員は総会において、１世帯につき１箇の表決権を有する。 

（構成） 

第１２条 総会は、世帯主である会員の過半数の出席（委任状による出席を含む）をも

って成立する。この場合において、世帯主に代わってその世帯主と同一の世帯に属す
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る者が出席したときは、これを世帯主とみなす。 

（権能） 

第１３条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議

決する。 

（１） 事業計画の決定 

（２） 事業報告の承認 

（３） その他本会の運営に関する重要な事項 

（開催） 

第１４条 通常総会は、毎年度決算終了後〇月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１） 会長が必要と認めたとき。 

（２） 全会員の〇分の〇以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 

（３） 第８条第４項第４号の規定による監事からの請求があったとき。 

 （招集） 

第１５条 総会は、会長が招集する。 

２ 会長は、前条第２項第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その請求

があった日か ら〇日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時

及び場所を示して、開会の日の〇日前までに文書をもって通知しなければならない。 

 （議長） 

第１６条 総会の議長は、その総会に出席した構成員の中から選任する。 

 （定足数） 

第１７条 総会は、構成員の〇分の〇以上の出席がなければ、開会することができない。 

 （議決） 

第１８条 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した構成員の〇分の

〇以上の賛成を要する。 

→「過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」旨の規定を置く

ことも可能です。 

（書面表決等） 

第１９条 やむを得ない理由のため総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知され

た事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任する

ことができる。この場合において、前２条の規定の適用については、その構成員は、

出席したものとみなす。 

（議事録等） 

第２０条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

（１） 日時及び場所 

（２） 会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む。） 

（３） 議決事項 

（４） 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨 
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（５） 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、出席した会員の中からその会議において選任された議事録署名人２人

以上が議長とともに署名及び押印しなければならない。 

    

第５章 役員会 

（構成） 

第２１条 役員会は、役員（監事を除く。以下この章において同じ。）をもって構成す

る。 

（権能） 

第２２条 役員会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

（１） 総会に付議すべき事項 

（２） 総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 （開催） 

第２３条 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員の〇分の〇以上から会議の目

的たる事項を示して請求があったときに開催する。 

 （招集） 

第２４条 役員会は、会長が招集する。 

２ 役員会を招集するときは、役員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日

時及び場所を示して、開会の〇日前までに文書をもって通知しなければならない。 

 （議長） 

第２５条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 

 （定足数等） 

第２６条 役員会には、第１７条から第２０条までの規定を準用する。この場合におい

て、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「構成員」とあるのは「役員」

と読み替えるものとする。 

 

   第６章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第２７条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

(1) 別に定める財産目録記載の資産 

(2) 会費 

(3) 寄付金品 

(4) 事業に伴う収入 

(5) 資金から生ずる収入 

(6) その他の収入 

（資産の管理） 

第２８条 資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決により定める。 

（経費の支弁) 

第２９条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 
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（予算及び決算） 

第３０条 本会の収支予算は、毎会計年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、

毎会計年度終了後３月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会

の承認を得なければならない。 

 （会計年度） 

第３１条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 （規約の変更） 

第３２条 この規約は、総会において総会員の〇分の〇以上の同意を得て、那須塩原市

長の認可を受けなければ変更することができない。 

 （解散及び残余財産の処分） 

第３３条 本会は、地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。 

２ 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の〇分の〇以上の同意を得なければ

ならない。 

３ 解散に伴う残余財産の処分は、総会において総会員の〇分の〇以上の同意を得て、

〇〇〇に寄付するものとする。 

 

   第７章 雑則 

 （備付帳簿及び書類） 

第３４条 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

（１） 規約 

（２） 会員名簿 

（３） 役員名簿 

（４） 認可及び登記簿等に関する書類 

（５） 総会及び役員会の議事録 

（６） 収支に関する帳簿及び証拠書類 

（７） 財産目録その他の資産の状況を示す書類 

（８） その他必要な帳簿及び書類  

（委任） 

第３５条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。 

 

  附 則 

この規約は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。 

 


